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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナビゲーション装置と経路探索装置からなるナビゲーションシステムにおいて、
　前記経路探索装置は、ノードデータとリンクデータとコストデータからなる地図データ
を蓄積した地図データベースと、経路探索部と、探索した案内経路に応じた案内ポイント
を含む案内データを作成する案内ポイントデータ作成部と、データ配信部と、アイコンデ
ータベースと、を備え、
　前記ノードデータには該ノードに連結するリンクを構成する移動手段を示すノード属性
情報を付加し、前記リンクデータには各リンクに該リンクが位置する階の情報を属性情報
として付加し、階をつなぐリンクには前記階の情報とは異なる属性情報を付加し、
　前記アイコンデータベースには、前記ノード属性情報および／または案内経路データに
より定まる付帯情報を含む表示パターンをアイコンのデータとして蓄積し、
　前記経路探索部は、ナビゲーション装置からの経路探索要求に基づいて前記地図データ
ベースを参照して出発地から目的地に至るリンクをたどり、最適なリンクを案内経路とし
て決定し、当該案内経路を複数の区分に分け、
　前記複数の区分に分ける案内経路は構造物の階毎の経路区間であり、前記終点となるノ
ードに連結するリンクの属性情報が前記階の情報とは異なる属性情報である場合、前記ア
イコンデータベースに蓄積されるアイコンは、階の上りまたは下り、及び、次の移動目的
階を示す付帯情報を表す表示パターンであり、
　前記案内ポイントデータ作成部は、複数の区分に分けられた案内経路の少なくとも終点
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となるノードを案内ポイントとし、該案内ポイントのデータおよび案内ポイントとなるノ
ードのノード属性情報に応じたアイコンを指定するデータを含む案内データを作成し、
　前記データ配信部は、地図データおよび案内経路データと案内データを前記ナビゲーシ
ョン装置に配信し、
　前記ナビゲーション装置は、経路探索装置から受信した地図データ、案内経路データ、
案内データに基づいて操作・表示部に地図および案内経路をするとともに、案内データに
基づいて、案内経路上の案内ポイントに当該案内ポイントに応じたアイコンを表示するこ
とを特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項２】
　経路探索装置から受信した地図データ、案内経路データ、案内データに基づいて操作・
表示部に地図および案内経路をするとともに、案内データに基づいて、案内経路上の案内
ポイントに当該案内ポイントに応じたアイコンを表示するナビゲーション装置と接続され
る経路探索装置であって、
　前記経路探索装置は、ノードデータとリンクデータとコストデータからなる地図データ
を蓄積した地図データベースと、経路探索部と、探索した案内経路に応じた案内ポイント
を含む案内データを作成する案内ポイントデータ作成部と、データ配信部と、アイコンデ
ータベースと、を備え、
　前記ノードデータには該ノードに連結するリンクを構成する移動手段を示すノード属性
情報を付加し、前記リンクデータには各リンクに該リンクが位置する階の情報を属性情報
として付加し、階をつなぐリンクには前記階の情報とは異なる属性情報を付加し、
　前記アイコンデータベースには、前記ノード属性情報および／または案内経路データに
より定まる付帯情報を含む表示パターンをアイコンのデータとして蓄積し、
　前記経路探索部は、ナビゲーション装置からの経路探索要求に基づいて前記地図データ
ベースを参照して出発地から目的地に至るリンクをたどり、最適なリンクを案内経路とし
て決定し、当該案内経路を複数の区分に分け、
　前記複数の区分に分ける案内経路は構造物の階毎の経路区間であり、前記終点となるノ
ードに連結するリンクの属性情報が前記階の情報とは異なる属性情報である場合、前記ア
イコンデータベースに蓄積されるアイコンは、階の上りまたは下り、及び、次の移動目的
階を示す付帯情報を表す表示パターンであり、
　前記案内ポイントデータ作成部は、複数の区分に分けられた案内経路の少なくとも終点
となるノードを案内ポイントとし、該案内ポイントのデータおよび案内ポイントとなるノ
ードのノード属性情報に応じたアイコンを指定するデータを含む案内データを作成し、
　前記データ配信部は、地図データおよび案内経路データと案内データを前記ナビゲーシ
ョン装置に配信することを特徴とする経路探索装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の経路探索装置に接続されるナビゲーション装置であって、
　前記ナビゲーション装置は、経路探索装置から受信した地図データ、案内経路データ、
案内データに基づいて操作・表示部に地図および案内経路をするとともに、案内データに
基づいて、案内経路上の案内ポイントに当該案内ポイントに応じたアイコンを表示するこ
とを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の経路探索装置を構成するコンピュータに、
　ナビゲーション装置からの経路探索要求に基づいて前記地図データベースを参照して出
発地から目的地に至るリンクをたどり、最適なリンクを案内経路として決定し、当該案内
経路を複数の区分に分ける経路探索部としての処理を実行させ、
　前記複数の区分に分ける案内経路は構造物の階毎の経路区間であり、前記終点となるノ
ードに連結するリンクの属性情報が前記階の情報とは異なる属性情報である場合、前記ア
イコンデータベースに蓄積されるアイコンは、階の上りまたは下り、及び、次の移動目的
階を示す付帯情報を表す表示パターンであり、
　複数の区分に分けられた案内経路の少なくとも終点となるノードを案内ポイントとし、
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該案内ポイントのデータおよび案内ポイントとなるノードのノード属性情報に応じたアイ
コンを指定するデータを含む案内データを作成する案内ポイントデータ作成部としての処
理を実行させ、
　地図データおよび案内経路データと案内データを前記ナビゲーション装置に配信する配
信部としての処理を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項５】
　請求項３に記載のナビゲーション装置を構成するコンピュータに、
　経路探索装置から受信した地図データ、案内経路データ、案内データに基づいて操作・
表示部に地図および案内経路をするとともに、案内データに基づいて、案内経路上の案内
ポイントに当該案内ポイントに応じたアイコンを表示する処理を実行させることを特徴と
するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話などのナビゲーション装置から送られる出発地と目的地および移動
手段などの経路探索条件に基づいて経路探索装置が経路探索を行い、地図データおよび案
内経路データをナビゲーション装置に提供するナビゲーションシステム、経路探索装置お
よびナビゲーション装置ならびにプログラムおよびアイコンに関するものであり、特に、
経路探索装置が、地下街、建物内など、垂直方向に階層を有する構造物内の経路を探索し
てナビゲーション装置に地図データ、案内経路データ、案内データを提供し、ナビゲーシ
ョン装置において、ガイドポイントの属性（階段、エレベータ、エスカレータなど）およ
びその付帯情報（上り、下りなど）を、利用者に分かり易く表示するようにしたナビゲー
ションシステム、経路探索装置およびナビゲーション装置ならびにプログラムおよびアイ
コンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話などの携帯端末の発展には目覚ましいものがあり、単なる通話のための
端末装置から、インターネットなどのネットワークを介して種々のサーバに接続してデー
タ通信を行う総合的な携帯端末装置として使用され、携帯端末の普及率も極めて高いもの
になっている。特に、現在は一部の携帯電話にしか搭載されていない測位ユニット、例え
ば、ＧＰＳ（Global Positioning System）衛星からの信号を受信して測位するＧＰＳ受
信機などの搭載が、第三世代と称される携帯電話では全ての機種に搭載されるような趨勢
にある。
【０００３】
　このような測位機能を有する携帯端末の利用技術としては、種々の分野の技術が提案さ
れており、例えば、自動車用のナビゲーション装置（カーナビ）を発展させ、携帯電話を
端末として地図・経路情報を情報配信サーバ（経路探索サーバ）から配信する歩行者用の
通信型ナビゲーションシステムが提案されている。また、携帯電話を端末として利用した
決済システムや様々なインターネット取引システムなども提案されている。そして最近で
は、事件や事故の際の通報に携帯電話が使用されることも多くなってきており、通報場所
を特定する技術の必要性が増大しつつある。また、老人の所在場所を携帯電話の測位シス
テムを利用して特定しようという試みもなされており、その用途は今後も拡大を続けるも
のと思われる。
【０００４】
　例えば、国土交通省では、非特許文献１（「歩行者ＩＴＳ（Intelligent Transport Sy
stem）と高精度測位技術」と題する報告書、２００２年３月）に障害者などを含む歩行者
に経路案内をするための案内システムの骨格について開示している。この非特許文献１に
は、歩行者が携帯端末（杖などの器具）に位置情報を送信するための種々の技術が示され
ている。例えば、ＧＰＳ受信機を搭載する技術の他に、歩行空間に無線ＩＤタグを設置す
る技術やブルートゥース（Bluetooth：登録商標）を利用したタグを設置する技術が示さ
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れている。タグには固有の識別情報が記録され、これに基づいてタグの設置位置を中心と
した範囲に存在する携帯端末の場所を特定（位置を測位）しようとするシステムである。
一方、総務省では、携帯電話からの緊急通報における発信者位置情報通知機能に関する検
討を進めており、このための測位システムを確立する必要性も増大している。
【０００５】
　ＧＰＳ受信機を搭載して携帯端末の現在位置を測位する技術はカーナビや通信型ナビゲ
ーションシステムで実用化されており、測位精度の向上も図られているが、ＧＰＳ衛星か
らの信号を受信できることが前提となるため、地下街や建物の内部での測位には適してい
ないのが現状である。これに対してブルートゥース（Bluetooth：登録商標）を利用した
タグを歩行空間に設置する技術は、地下街や建物の内部に経路に沿って適宜の間隔でタグ
を設置することによって携帯端末に位置情報を提供することができ、ＧＰＳ測位システム
を補間する技術として利用することができる。
【０００６】
　ブルートゥース（Bluetooth：登録商標）は、比較的微弱な電波を用いた無線通信方式
であり、現状の電波到達範囲は半径１０ｍ程度である。この通信方式を利用した送信ユニ
ットにはＩＤタグ（ＲＯＭなどのメモリに記録された固有のＩＤ情報）が備えられ、ＩＤ
タグに記録された情報を無線で携帯端末に送信するものである。携帯端末にはこの無線通
信方式に対応した受信機を搭載しておき、受信したＩＤ情報を位置情報センターに送り当
該携帯端末の位置を特定するシステムを構成することができる。この場合、送信ユニット
の間隔は電波の干渉を防止するため、半径１０ｍ（直径２０ｍ）の間隔で設置すればよく
、位置の測位精度は現状のＧＰＳ測位の精度よりも高く、小さな位置範囲まで特定するこ
とができる。
【０００７】
　一方、携帯電話などの携帯端末の位置を特定するための技術としては、例えば、下記の
特許文献１（特開２００２－１０９６７９号公報）に開示された位置情報提供サービスが
ある。この位置情報提供サービスシステムは、特定エリアにおける旅行者の通路を、路上
に設置された物理的手段により通路ネットワークとして構成し、通路ネットワークのノー
ド及びターミナルポイントには無線通信アクセスを可能にする情報通信手段を具備して旅
行者に情報提供するようにした情報提供システムである。そして、このシステムは、更に
、通路ネットワークのノードとターミナルポイント及び旅行者の各々の情報通信手段はそ
れぞれ個別番号を有していて、その個別番号に対応する個別信号が中央処理装置に伝送さ
れ、かつ適切に処理されて旅行者の位置情報データベースが生成され、その
位置情報データベースを活用した旅行者の位置情報提供サービスがインターネットを経由
して旅行者または第三者に提供できるようにしたものである。
【０００８】
　また、下記の特許文献２（特開２００３－３４４０９３号公報）には、地下街などＧＰ
Ｓ信号が受信できない場所において携帯端末に経路を案内する経路案内システムが開示さ
れている。すなわち、この経路案内システムは、地下街のように現在地の認識が困難な場
所においても、歩行者としての操作者が適切に現在地を認識することができ、また、目的
地までの経路を容易に把握することができるようにすることを目的としたものである。そ
して、この経路案内システムは、地図データに基づいて地下経路を探索する経路探索部と
、地図データと案内看板データとに基づいて、探索された地下経路を案内する案内データ
を作成する経路案内データ作成部と、作成された案内データに基づいて、案内看板の文字
列を表示画面に表示させる送信データを作成する送信データ作成部とから構成したもので
ある。
【０００９】
　同様に階層のある屋内の経路探索装置として下記の特許文献３（特開２００３－２４０
５９１号公報）が開示されている。この特許文献３に開示された経路探索装置は、ノード
データとリンクデータとを記憶した通行路データ記憶部と、コストデータ（所要時間）を
記憶したコストデータ記憶部とを保持する電子地図データを用いて経路の探索を行うよう



(5) JP 4049767 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

にしたものである。
【００１０】
　すなわち、ノードとは、通路や経路の端点、分岐点であり、分岐点には階段、エスカレ
ータ、エレベータなど階をつなぐ経路に分岐する分岐点も含まれる。各ノードにはノード
番号が与えられ、各ノードには属性としてそのノードが存在する「階数」がパラメータと
して設定されている。そして、リンクとは、ノードとノードを結ぶ経路であり、それぞれ
のリンクの特徴を表すリンク種別、リンク長が関連付けられている。リンク種別はリンク
の種類である「通路」、「エレベータ」、「エスカレータ」、「階段」などであり、また
、リンク属性として通路の幅員、階段の段数、段差の有無などを設定している。コストデ
ータとは各リンクの長さや移動に要する所要時間である。
【００１１】
　これによって、出発位置と目的位置が与えられれば、出発地のノードから、そのノード
に接続されているリンクをたどり、コスト（長さや移動時間）が最も小さくなるリンクを
接続していけば、目的位置までの最短の経路を探索し、案内経路を決定することができる
。そして、ノード、リンクから構成されている地図データに案内経路を重ねるなどして端
末に送り、表示してナビゲーションすることができる。目的位置が出発位置と異なる階に
あるときには、階数をパラメータとして持つノードを見つけ、探索することによって、複
数の階層が存在する百貨店やスーパーマーケット、あるいは自走式の立体駐車場等におい
て、出入り口等の出発位置から上層階に存在する目的位置までの経路探索を可能としたも
のである。
【００１２】
　上記のような位置情報提供システムあるいはＧＰＳ測位システムにより得た位置情報を
利用する１つの応用として、携帯端末から出発地と目的地の情報を情報配信サーバに送り
、情報配信サーバで道路網や交通網のデータから最短の経路を探索して案内するナビゲー
ション装置が実用化されている。このようなナビゲーションシステムにおける経路探索方
法としてはダイクストラ法（ラベル確定法）が用いられる。下記の特許文献４（特開２０
０１－１６５６８１号公報）には、ダイクストラ法を用いた経路探索の方法の概略が開示
されている。
【００１３】
【特許文献１】特開２００２－１０９６７９号公報（図４、図６、図７）
【特許文献２】特開２００３－３４４０９３号公報（図１６～図２３）
【特許文献３】特開２００３－２４０５９１号公報（図２）
【特許文献４】特開２００１－１６５６８１号公報（図１、段落［０００３］～［００１
０］）
【非特許文献１】「歩行者ＩＴＳ（Intelligent Transport System）と高精度測位技術」
と題する報告書、２００２年３月、国土交通省
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　一般的なナビゲーション装置やナビゲーションシステムでは、ノードデータ、リンクデ
ータ、コストデータなどから構成された地図データがデーダベース化されているため、出
発地と目的地の位置データ（緯度・経度）が指定されれば、前述のダイクストラ法などを
用いて経路探索は可能である。従って、経路探索とその結果（地図データと案内経路）の
みを提供するだけであれば、現在位置を測位する手段は、本質的には必要としない。しか
しながら、案内経路上のどこに現在位置しているかを表示し、あるいは、移動に伴って音
声などの手段で進行方向や右左折などを案内（ガイド）するためには、現在位置を測位す
る手段が必要になる。このため、一般的なナビゲーション装置やナビゲーションシステム
における携帯端末（ナビゲーション装置）には、ＧＰＳ受信機などの測位手段が設けられ
ている。
【００１５】
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　前述したように、携帯端末にＧＰＳ受信機を搭載して測位を可能とした場合であっても
、建物の内部や地下街などのように、ＧＰＳ衛星信号を受信できない場所では、携帯端末
の位置を特定することができない。このため、上記特許文献２（特開２００３－３４４０
９３号公報）に開示された経路案内システムでは、地下街などの通路、出口等に設置され
ている案内看板を利用して経路案内を行っている。しかしながら、この案内システムでは
、案内看板の設置場所を結ぶ経路しか案内できないため、必ずしも最短の経路案内ができ
ない。
【００１６】
　仮に、建物内部にてＧＰＳ衛星信号が受信できたとしても、ＧＰＳ測位システムによっ
て得られる位置情報は、緯度、経度のみであり、建物の内部や地下街では携帯端末が位置
する階（フロア）が異なっても、同じ緯度、経度の測位結果になり、階の特定ができない
という結果になる。
【００１７】
　また、建物内部にＧＰＳ衛星信号と等価な信号を発生させる設備、あるいは前述の無線
ＩＤタグやブルートゥース（Bluetooth：登録商標）を利用したタグを経路に沿って設置
する場合、送信のための設備やＩＤタグなどを設置するインフラストラクチャー構築の費
用が莫大なものになる。
【００１８】
　一方、特許文献３（特開２００３－２４０５９１号公報）に開示された経路探索装置に
おいては、各階の経路および階を結ぶ経路の端点、分岐点に設定したノードとそのノード
が位置する階数情報をパラメータとして加えたノードデータ、各ノードをつなぐリンクと
リンク長や通路、階段、エレベータ、エスカレータなどリンク種別を含むリンクデータを
記憶した通行路データ記憶部と、各リンクのコストデータ（リンクの距離、所要時間など
）を記憶したコストデータ記憶部とを保持する電子地図データを用いて経路の探索を行う
ようにしている。
【００１９】
　しかしながら、上記特許文献３に開示された経路探索装置においては、各階の経路およ
び階を結ぶ経路の端点、分岐点に設定したノードとそのノードが位置する階数情報をバラ
メータとして加えたノードデータ、各ノードをつなぐリンクとリンク長や通路、階段、エ
レベータ、エスカレータなどリンク種別を含むリンクデータに基づいて経路探索を行って
いる。このようなデータ構造の地図データを用いて経路探索を行った場合、探索の結果求
められた案内経路に対するガイドを行うと、階の切り替わりにおける判定の効率が悪いと
いう難点があった。
【００２０】
　例えば、エレベータのノードにおけるガイダンスを作ろうとした場合、該当ノードと手
前のノードが同じ階で、次のノードが別の階なら、エレベータの乗り口である。常に３つ
のノードを比較しないとわからない。また、エレベータを降りる階も、該当ノードと手前
のノードが別の階で、次のノードが該当ノードと同じ階というようにこの方式では３つの
ノードを調べないとわからない。これでは、サーバでルート探索してガイダンスポイント
まで生成する方式では、サーバの負荷が大きくなるので適さない。
【００２１】
　更に、上記特許文献３に開示された経路探索装置においては、現在位置の取得方法につ
いては具体的記述がなく、装置にＧＰＳを搭載することがわずかに記載されているのみで
あり、建物内での位置情報の提供方法については言及していない。また、建物内の地図が
どのように表示されるか、具体的な記述がない。通常のナビゲーション装置では地図は１
平面の地図でありそのまま表示しても問題ないが、複数の階の地図データをそのまま表示
した場合には、経路が重なりあって、視認が困難なものになるという問題点があった。
【００２２】
　また、ナビゲーション装置に表示される出発地や目的地、現在位置を示すマーク（アイ
コン）は単純な図形、文字等のアイコンが使用されている。特に、携帯電話などを端末と
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したナビゲーション装置においては、表示画面の大きさによる制約があり、複雑なアイコ
ンで表示することは行われていなかった。このような単純なアイコンであっても、一般の
道路などを移動する際には十分であるが、地下街や建物内など、階層を有する構造物内の
経路の案内には不向きであった。例えば、地下街や建物内には、階をつなぐ階段、エレベ
ータ、エスカレータなどの経路が存在し、利用者にこれらの案内を的確に提供する必要が
ある。
【００２３】
　本願の発明者は、前記の問題点を解消するため、種々検討を重ねた結果、経路探索装置
が探索した出発地から目的地までの案内経路を、いくつかの区分に分けてナビゲーション
装置に配信するとともに、その区分の終点となるリンクの入り口となるノード（音声案内
などによるガイダンスを行う案内ポイントになるノード）の属性（階段、エレベータ、エ
スカレータ、交通機関など）を表す分かり易いアイコンで、かつ、そのノードの付帯情報
（そのノードでどう移動すればよいかなど）を示すアイコンで表示できるように構成すれ
ば前記の問題点を解消し得ることに着目し、本発明を完成するに至ったものである。
【００２４】
　すなわち、本発明は、案内ポイントとなるノードの属性（階段、エレベータ、エスカレ
ータ、交通機関など）およびその付帯情報（上り、下り、交通機関の種別など）を、利用
者に分かり易く表示するようにしたナビゲーションシステム、経路探索装置およびナビゲ
ーション装置ならびにプログラムおよびアイコンを提供することを目的とするものである
。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　前記課題を解決するために、本願の請求項１にかかる発明は、ナビゲーション装置と経
路探索装置からなるナビゲーションシステムにおいて、
　前記経路探索装置は、ノードデータとリンクデータとコストデータからなる地図データ
を蓄積した地図データベースと、経路探索部と、探索した案内経路に応じた案内ポイント
を含む案内データを作成する案内ポイントデータ作成部と、データ配信部と、アイコンデ
ータベースと、を備え、
　前記ノードデータには該ノードに連結するリンクを構成する移動手段を示すノード属性
情報を付加し、前記リンクデータには各リンクに該リンクが位置する階の情報を属性情報
として付加し、階をつなぐリンクには前記階の情報とは異なる属性情報を付加し、
　前記アイコンデータベースには、前記ノード属性情報および／または案内経路データに
より定まる付帯情報を含む表示パターンをアイコンのデータとして蓄積し、
　前記経路探索部は、ナビゲーション装置からの経路探索要求に基づいて前記地図データ
ベースを参照して出発地から目的地に至るリンクをたどり、最適なリンクを案内経路とし
て決定し、当該案内経路を複数の区分に分け、
　前記複数の区分に分ける案内経路は構造物の階毎の経路区間であり、前記終点となるノ
ードに連結するリンクの属性情報が前記階の情報とは異なる属性情報である場合、前記ア
イコンデータベースに蓄積されるアイコンは、階の上りまたは下り、及び、次の移動目的
階を示す付帯情報を表す表示パターンであり、
　前記案内ポイントデータ作成部は、複数の区分に分けられた案内経路の少なくとも終点
となるノードを案内ポイントとし、該案内ポイントのデータおよび案内ポイントとなるノ
ードのノード属性情報に応じたアイコンを指定するデータを含む案内データを作成し、
　前記データ配信部は、地図データおよび案内経路データと案内データを前記ナビゲーシ
ョン装置に配信し、
　前記ナビゲーション装置は、経路探索装置から受信した地図データ、案内経路データ、
案内データに基づいて操作・表示部に地図および案内経路をするとともに、案内データに
基づいて、案内経路上の案内ポイントに当該案内ポイントに応じたアイコンを表示するこ
とを特徴とする。
【００２９】
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　また、本願の請求項２にかかる発明は、経路探索装置から受信した地図データ、案内経
路データ、案内データに基づいて操作・表示部に地図および案内経路をするとともに、案
内データに基づいて、案内経路上の案内ポイントに当該案内ポイントに応じたアイコンを
表示するナビゲーション装置と接続される経路探索装置であって、
　前記経路探索装置は、ノードデータとリンクデータとコストデータからなる地図データ
を蓄積した地図データベースと、経路探索部と、探索した案内経路に応じた案内ポイント
を含む案内データを作成する案内ポイントデータ作成部と、データ配信部と、アイコンデ
ータベースと、を備え、
　前記ノードデータには該ノードに連結するリンクを構成する移動手段を示すノード属性
情報を付加し、前記リンクデータには各リンクに該リンクが位置する階の情報を属性情報
として付加し、階をつなぐリンクには前記階の情報とは異なる属性情報を付加し、
　前記アイコンデータベースには、前記ノード属性情報および／または案内経路データに
より定まる付帯情報を含む表示パターンをアイコンのデータとして蓄積し、
　前記経路探索部は、ナビゲーション装置からの経路探索要求に基づいて前記地図データ
ベースを参照して出発地から目的地に至るリンクをたどり、最適なリンクを案内経路とし
て決定し、当該案内経路を複数の区分に分け、
　前記複数の区分に分ける案内経路は構造物の階毎の経路区間であり、前記終点となるノ
ードに連結するリンクの属性情報が前記階の情報とは異なる属性情報である場合、前記ア
イコンデータベースに蓄積されるアイコンは、階の上りまたは下り、及び、次の移動目的
階を示す付帯情報を表す表示パターンであり、
　前記案内ポイントデータ作成部は、複数の区分に分けられた案内経路の少なくとも終点
となるノードを案内ポイントとし、該案内ポイントのデータおよび案内ポイントとなるノ
ードのノード属性情報に応じたアイコンを指定するデータを含む案内データを作成し、
　前記データ配信部は、地図データおよび案内経路データと案内データを前記ナビゲーシ
ョン装置に配信することを特徴とする。
【００３３】
　また、本願の請求項３にかかる発明は、請求項２の経路探索装置に接続されるナビゲー
ション装置において、前記ナビゲーション装置は、経路探索装置から受信した地図データ
、案内経路データ、案内データに基づいて操作・表示部に地図および案内経路をするとと
もに、案内データに基づいて、案内経路上の案内ポイントに当該案内ポイントに応じたア
イコンを表示することを特徴とする。
【００３４】
　また、本願の請求項４にかかる発明は、請求項２に記載の経路探索装置を構成するコン
ピュータに、
　ナビゲーション装置からの経路探索要求に基づいて前記地図データベースを参照して出
発地から目的地に至るリンクをたどり、最適なリンクを案内経路として決定し、当該案内
経路を複数の区分に分ける経路探索部としての処理を実行させ、
　前記複数の区分に分ける案内経路は構造物の階毎の経路区間であり、前記終点となるノ
ードに連結するリンクの属性情報が前記階の情報とは異なる属性情報である場合、前記ア
イコンデータベースに蓄積されるアイコンは、階の上りまたは下り、及び、次の移動目的
階を示す付帯情報を表す表示パターンであり、
　複数の区分に分けられた案内経路の少なくとも終点となるノードを案内ポイントとし、
該案内ポイントのデータおよび案内ポイントとなるノードのノード属性情報に応じたアイ
コンを指定するデータを含む案内データを作成する案内ポイントデータ作成部としての処
理を実行させ、
　地図データおよび案内経路データと案内データを前記ナビゲーション装置に配信する配
信部としての処理を実行させることを特徴とするプログラムである。
【００３５】
　また、本願の請求項５にかかる発明は、請求項３に記載のナビゲーション装置を構成す
るコンピュータに、
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　経路探索装置から受信した地図データ、案内経路データ、案内データに基づいて操作・
表示部に地図および案内経路をするとともに、案内データに基づいて、案内経路上の案内
ポイントに当該案内ポイントに応じたアイコンを表示する処理を実行させることを特徴と
するプログラである。
【発明の効果】
【００３８】
　請求項１にかかる発明においては、経路探索装置が探索した案内経路を構造物の階毎の
区分に分けて地図データ、案内経路データ、案内データを作成してナビゲーション装置に
配信する際に、前記区分した案内経路の終点を案内ポイントとし、該案内ポイントのデー
タおよび案内ポイントとなるノードのノード属性情報に応じたアイコンを指定するデータ
を含む案内データを作成して配信するようにしたものであり、終点となるノードに連結す
るリンクの属性情報が前記階の情報とは異なる属性情報である場合、前記アイコンデータ
ベースに蓄積されるアイコンは、階の上りまたは下り、及び、次の移動目的階を示す付帯
情報を表す表示パターンである。従って、ナビゲーション装置の利用者に案内ポイントで
あるノードにおける案内を、分かり易いアイコンで表示することができるようになる。
【００４２】
　請求項２にかかる発明においては、経路探索装置が探索した案内経路を構造物の階毎の
区分に分けて地図データ、案内経路データ、案内データを作成してナビゲーション装置に
配信する際に、前記区分した案内経路の終点を案内ポイントとし、該案内ポイントのデー
タおよび案内ポイントとなるノードのノード属性情報に応じたアイコンを指定するデータ
を含む案内データを作成して配信するようにしたものであり、終点となるノードに連結す
るリンクの属性情報が前記階の情報とは異なる属性情報である場合、前記アイコンデータ
ベースに蓄積されるアイコンは、階の上りまたは下り、及び、次の移動目的階を示す付帯
情報を表す表示パターンである。従って、ナビゲーション装置の利用者に案内ポイントで
あるノードにおける案内を、分かり易いアイコンで表示することができる案内データを配
信する経路探索装置を提供することができるようになる。
【００４６】
　請求項３にかかる発明においては、請求項２の経路探索装置に接続されるナビゲーショ
ン装置において、前記ナビゲーション装置は、経路探索装置から受信した地図データ、案
内経路データ、案内データに基づいて操作・表示部に地図および案内経路をするとともに
、案内データに基づいて、案内経路上の案内ポイントに当該案内ポイント応じたアイコン
を表示する。従って、利用者に案内ポイントであるノードにおける案内を、分かり易いア
イコンで表示することができるナビゲーション装置を提供することができるようになる。
【００４７】
　請求項４にかかる発明においては、請求項２にかかる経路探索装置を実現するプログラ
ムを提供することができるようになる。従って、ナビゲーション装置の利用者に案内ポイ
ントであるノードにおける案内を分かり易いアイコンで表示することができるようになる
。また、そのノードから先の移動方法をどのようにするか容易に理解できるアイコンを用
いて表示することができるようになる。
【００４８】
　請求項５にかかる発明においては、請求項３にかかるナビゲーション装置を実現するプ
ログラムを提供することができるようになる。従って、利用者に案内ポイントであるノー
ドにおける案内を、分かり易いアイコンで表示することができるナビゲーション装置を提
供することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　以下、本発明の具体例を実施例及び図面を用いて詳細に説明する。図１は、本発明にか
かるナビゲーションシステムを構成する経路探索装置とナビゲーション装置の構成を示す
ブロック図である。図２は、本発明にかかるナビゲーションシステムが経路案内のサービ
スを提供する地下街、建物などの構造物の例を示す平面図であり、図３は、地下街や建物
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などの構造物を断面で示した断面図である。図４は、図２の平面図におけるノードの位置
を示す平面図であり、図５は、図２の平面図におけるリンクの位置を示す模式図である。
図６は、ナビゲーション装置に位置情報を送信する位置情報送信ユニットの構成を示す模
式図であり、図７は、位置情報送信ユニットを地下街や建物内部の照明用電源を利用して
所定の間隔で多数設置した状態を示す概念図である。図８は、案内ポイントで携帯端末に
表示するアイコンを示す図であり、図８（ａ）ないし図８（ｉ）はそれぞれのノード属性
に応じたアイコンの表示パターンを示す図である。図９は、ナビゲーション装置に表示さ
れる地図、案内経路、アイコン等の表示画面例を示す図である。図１０は、本発明にかか
るナビゲーションシステムにおける経路探索の手順を示すフローチャートである。図１１
は、本発明にかかるナビゲーションシステムにおける案内経路のガイダンスの手順を示す
フローチャートである。
【実施例】
【００５２】
　図１は、本発明の実施例にかかるナビゲーションシステム１０およびその構成要素であ
る本発明にかかる経路探索装置２０、ナビゲーション装置３０の構成を示すブロック図で
ある。図１に示すように、経路探索装置２０とナビゲーション装置３０とがネットワーク
１２を介して接続されナビゲーションシステム１０が構成される。ナビゲーション装置３
０が携帯電話である場合には、ナビゲーション装置３０は、無線により基地局と通信し、
基地局を介してインターネットなどのネットワーク１２を経由して経路探索装置２０と接
続関係が確立され、経路探索要求などのサービス要求を経路探索装置２０に送り、また、
経路探索装置２０から地図情報、経路探索の結果などの配信を受ける。
【００５３】
　ナビゲーション装置３０は、主制御部３１、経路探索要求部３２、案内データ記憶部３
３、地図・経路記憶部３４、位置情報受信部３５、ＧＰＳ処理部３６、操作・表示部３７
とから構成されている。ナビゲーション装置３０は、操作部、表示部３７から所望の入力
、操作指示を行い、また、操作・表示部３７に経路探索装置２０から配信された地図、案
内経路、案内（アイコンや案内データ）を表示する。主制御部３１は、マイクロプロセッ
サを中心に構成され、一般的なコンピュータ装置と同様にＲＡＭ、ＲＯＭなどの記憶手段
を備えており、これらの記憶手段に蓄積されたプログラムによって各部を制御する。
【００５４】
　経路探索要求部３２は、出発地、目的地、移動手段などの経路探索要件を経路探索装置
２０に送り、経路探索の要求を行う。出発地、目的地は緯度、経度によって指示するのが
一般的であるが、住所や電話番号を入力し、経路探索装置２０のデータベースで緯度、経
度の情報に変換する方法や、ナビゲーション装置３０に表示される地図上でポイントを指
定し緯度、経度の情報に変換する方法などがとられる。本発明の実施例においては、出発
地、目的地の情報は、緯度、経度の情報の他に「階」の情報が必要になる。移動手段は、
例えば、徒歩、自動車、徒歩と交通機関の併用などである。「階」の情報は、例えば、操
作部から入力しなくてもよく、入り口の番号や目的とするお店の名前、ナビゲーション装
置３０に表示される地図上でポイントを指定する方法などが利用できる。もちろん、出発
地の情報としては、後述する位置情報受信部３５から受信した測位地点の緯度、経度、階
の情報を使用することもできる。
【００５５】
　案内データ記憶部３３には、経路探索装置２０からダウンロードまたはプレインストー
ルした経路のガイダンス、例えば、交差点や分岐点（案内ポイント）にナビゲーション装
置３０が近づいた際に、「この先、右折です」等の表示、音声による案内のパターンが記
憶されており、ナビゲーション装置３０が経路探索装置２０から配信を受けた案内データ
に従って、該案内データに設定された案内（ガイド）を表示したり、音声ガイドしたり、
案内ポイントのノードにアイコンを表示することができる。地図・経路記憶部３４は、経
路探索要求に基づいて経路探索した結果、ナビゲーション装置３０に配信する地図データ
、案内経路データを記憶し、案内データ記憶部３３は同様に案内データを記憶し、操作・
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表示部３７に地図、経路などの表示するためのものである。
【００５６】
　位置情報受信部３５は、後述する位置情報送信ユニットから位置情報（緯度、経度、階
の情報）を受ける受信手段であり、ＧＰＳ処理部３６は、通常のナビゲーション端末（携
帯端末、携帯電話など）と同様に、ＧＰＳ衛星信号を受信、処理して現在位置を測位する
ためのものである。前述したように、地下街や建物などの構造物内ではＧＰＳ衛星信号を
受信できないため、測位が不能になる。位置情報受信部３５は、後述するように地下街な
どの構造物内に設置され、現在位置を「階」情報まで含めてナビゲーション装置３０に提
供する位置情報送信ユニットから位置情報を得るものであり、地下街などにおいてＧＰＳ
処理部３６の機能を補間する測位手段として機能する。
【００５７】
　一方、経路探索装置２０は、主制御部２１、送受信部２２、地図データベース（ＤＢ）
２３、経路探索部２４、データ配信２５、案内ポイントデータ作成部２６、案内データＤ
Ｂ（データベース）２７、アイコンＤＢ（データベース）２８とを備えている。主制御部
３１は、マイクロプロセッサを中心に構成され、一般的なコンピュータ装置と同様にＲＡ
Ｍ、ＲＯＭなどの記憶手段を備えており、これらの記憶手段に蓄積されたプログラムによ
って各部を制御する。
【００５８】
　送受信部２２は、ナビゲーション装置３０からのデータやサービス要求を受信し、また
、要求されたデータやサービスに必要なデータをナビゲーション装置３０に送信（配信）
するためのものである。地図データベース（ＤＢ）２３は、ナビゲーション装置３０に配
信して表示するための地図情報と経路探索のための地図データ（ノードデータ、リンクデ
ータ、コストデータ）を蓄積したデータベースであり、経路探索部２４は、ナビゲーショ
ン装置３０から送られた経路探索の要件に従って、地図ＤＢ２４を参照して、出発地から
目的地までの最短の案内経路を探索する。探索の手法は、前述の特許文献４に開示された
ダイクストラ法を使用することができる。また、経路探索部２４は、探索した案内経路を
いくつかの区分に分けて案内経路データを作成して地図データ、後述の案内データととも
にナビゲーション装置３０に配信する。区分を分ける単位としては、構造物の階毎の経路
区間に分けるなどの方法の他、交通機関を利用する経路区間とその他の移動手段を利用す
る経路区間に分けるなどの方法をとる。そして、前記案内経路を区分した各区分の終点と
なるノードは少なくともアイコンを表示する案内ポイントとする。
【００５９】
　データ配信部２５は、経路探索部２４で探索した最短の案内経路のデータ、地図データ
、案内データ等のデータをナビゲーション装置３０に配信するためのものであり、案内経
路は経路探索部２４によってベクターデータとして作成され、ナビゲーション装置３０に
地図データに付加されて配信され、ナビゲーション装置３０は、配信された地図データと
案内経路データに従って、操作・表示部３７に地図および案内経路を表示する。案内ポイ
ントデータ作成部２６は、探索した案内経路に交差点や分岐点などが含まれる場合に、音
声や表示によるガイドのパターンと、この音声パターンや表示実行するポイント（案内ポ
イント）を示すデータ、および、案内ポイントで表示するアイコンのデータを作成するた
めのものである。案内データＤＢ２７は、ナビゲーション装置３０に予めダウンロードも
しくはプレインストールする案内（ガイド）パターンを蓄積したデータベースである。ナ
ビゲーション装置３０は、前記地図データ、案内経路データとともにこの案内ポイントデ
ータも配信を受け、案内ポイントに到達した時点で所定のガイドを受けることができる。
【００６０】
　アイコンＤＢ２８は、ナビゲーション装置３０に表示する現在地や目的地、案内経路に
存在する階をつなぐリンクである階段、エスカレータ、エレベータなどの入り口のノード
あるいは、交通機関を利用する際に利用する対象となる交通機関を視認しやすく表すため
のアイコンパターンを蓄積したデータベースであり、ガイドのための音声パターン、表示
パターンと同様に、ナビゲーション装置３０に予めダウンロードもしくはプレインストー



(12) JP 4049767 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

ルさせておき、ナビゲーション装置３０に表示する区分された案内経路の終点におけるノ
ードにこのアイコンを表示させる。
【００６１】
　アイコンＤＢ２８に蓄積されるアイコンは、案内ポイントになるノードの属性（そのノ
ードからのリンクが階段、エレベータ、エスカレータなどの移動手段あるいは交通機関等
の移動手段であるかを示す属性）に応じて、該当するノード属性（移動手段など）が利用
者にとって視認しやすい表示パターンを持つアイコンとして蓄積される。このアイコンは
、次のような場合には、ノードの付帯情報を含む表示パターンのアイコンとして蓄積され
る。すなわち、案内経路の区分の単位が構造物内の階を単位とする場合、ノード属性情報
が階を連結するリンクの入り口である場合には、次に利用者が移動する目的階を示す付帯
情報を含むアイコンであって、案内データ作成部が案内ポイントを作成する際に案内経路
のデータ、リンクやノードの属性情報から判断して、それに合致する付帯情報を有するア
イコンを選択する。また、案内経路の区分が交通機関とその他の移動手段で区分される場
合、次に利用すべき交通機関から合致するアイコンを選択する。
【００６２】
　図２は、本発明にかかるナビゲーションシステム１０が経路案内のサービスを提供する
１例としての地下街、建物などの構造物の例を示す平面図である。図２において、１Ｆ～
Ｂ２は建物のフロア（階）を示し、１Ｆは地上１階、Ｂ１は地下１階、Ｂ２は地下２階を
示している。図３は、このような地下街や建物などの構造物を断面で示した断面図である
。このような建物内には、フロア内の経路（通路）およびフロア間をつなぐ経路、例えば
、図３に示す階段３１１、エレベータ３１２、エスカレータ３１３などがある。通常のナ
ビゲーションに使用される地図データと同様に、フロア毎の経路、フロアをつなぐ経路を
地図データとして作成し、蓄積しておくことによって経路探索、経路案内が可能である。
【００６３】
　通常のナビゲーションにおける経路探索と異なる点は、経路の一部にフロアとフロアを
垂直方向に移動する経路が存在する点のみである。従って、垂直方向に移動する経路を含
め、全ての経路の起点／終点（端点）および水平方向、垂直方向の進行方向が変わる分岐
点（道路では交差点などに該当する）をノードとしてノードＩＤ（ノード番号）を決め、
各ノードを結ぶリンク毎の移動時間（コスト）をデータベース化しておけば、前記特許文
献４に開示されているダイクストラ法を用いて出発場所から目的の場所に至る最短の経路
を探索することができる。地下街や該建物内の経路探索の場合は、経路探索の基となる出
発地や目的地の位置情報として緯度、経度の他に階（フロア）の情報が必要になる。
【００６４】
　本発明においては、ノードデータとしては、各ノード毎の緯度、経度による位置情報を
蓄積し、各ノードをつなぐリンクのリンクデータに各リンクが位置するフロア（階）の情
報を属性情報と付加して蓄積し、コストデータには、各リンクのリンク長や所要時間を蓄
積しておく。リンクのうち、フロア間をつなぐリンクは特定のフロアのみに位置している
ものではないため、フロア（階）情報が属性情報として付加されることはないが、リンク
の種別、すなわち、階段、エスカレータ、エレベータなどの種別情報を属性情報として付
加しておく。このことから、経路探索において、出発地から目的地までの各ノードをつな
ぐリンクをたどっていった時に、フロア（階）情報が付加されていないリンクに到達した
らその手前のノードが階をつなぐリンクの入り口（起点）で、先のノードがその出口（終
点）であり、リンク種別が何であるかをシンプルに判定できるようになる。また、フロア
（階）情報が付加されていないリンクの端点となるノードにも階段、エスカレータ、エレ
ベータなどの種別情報をノードの属性情報として付加しておく。なお、図３においてＢＴ
で示すユニットは、ナビゲーション装置３０に現在位置情報を提供するための位置情報送
信ユニットである。この位置情報送信ユニットについては後で詳細に説明する。
【００６５】
　図４は、図２の平面図におけるノードの位置を示す平面図である。図４において、各ノ
ードにはノードＩＤ（ノード番号）が決められており、ノードｎ１００、ｎ１１０は地上
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１階（１Ｆ）に位置するノードであり、ノードｎ２００～ｎ２１２は地下１階（Ｂ１）に
位置するノード、ノードｎ３００～ｎ３２０は地下２階（Ｂ２）に位置するノードである
ことを示している。これらのノードをつなぐリンクが図５に示されている。すなわち、図
５は、図２の平面図におけるリンクの位置を示す模式図である。図５に示すようにリンク
Ｌ１～Ｌ２８は、各ノードをつなぐ経路であって階をつなぐリンクを含め、すべてのノー
ドはこれらのリンクによって結ばれている。
【００６６】
　例えば、図４において、地上１階（１Ｆ）のノードｎ１００から地下２階（Ｂ２）の地
下鉄改札口のノードｎ３２０までの経路は、
ノード　ｎ１００～ｎ２０１～ｎ２０２～ｎ３０２～ｎ３０１～ｎ３２０　をつなぐ経路
である。これらのノードをつなぐリンクの属性で分けると、
ノードｎ１００～ノードｎ２０１は、リンクＬ５（図５参照）でつながれた階段である。
ノードｎ２０１～ノードｎ２０２は、リンクＬ８でつながれた通路である。
ノードｎ２０２～ノードｎ３０２は、リンクＬ２１でつながれた階段である。
ノードｎ３０２～ノードn３０１は、リンクＬ１７でつながれた通路である。
ノードｎ３０１～ノードn３２０は、リンクＬ１９でつながれた通路である。
リンクＬ８、リンクＬ１７、リンクＬ１９は、フロア内の通路であり属性情報としてその
「階」のデータが付加されている。これに対してリンクＬ５とリンクＬ２１は、フロアに
またがる経路であり特定のフロアのみに位置するものではないため、属性情報として「階
」のデータは付加されていないが、他の属性情報として階段、エスカレータ、エレベータ
などのリンクの種別情報を「階」の属性情報と異なる属性情報が付加されている。そして
このリンクの端点のノードにも、階段、エスカレータ、エレベータなどの種別情報を付加
してある。
【００６７】
　従って、ナビゲーション装置３０から経路探索要件として、出発地のノードｎ１００、
目的地のノードｎ３２０の位置情報が、移動手段として徒歩が指定され経路探索装置２０
に送られると、経路探索部２４は、地図ＤＢ２３に蓄積されたノードデータ、リンクデー
タ、コストデータを参照して、出発地のノードを起点にリンクをたどり、所要時間の最も
少ない、あるいは、リンク長の最も短い案内経路を探索していく。リンクデータには各リ
ンクに属性情報として「階」の情報が付加されており、階をつなぐリンクには「階」の属
性情報が付加されていないから、フロア（階）情報が付加されていないリンクに到達した
らその手前のノードが階をつなぐリンクの入口（起点）で、先のノードがその出口（終点
）であると判断することができ、階をまたがる経路探索を一度に行うことができる。経路
探索部２４は、このようにして全体の案内経路を探索すると、案内経路を階毎に区分し、
地図データ、案内経路データを作成する。また、案内ポイントデータ作成部２６は区分さ
れた案内経路の終点となるノードを少なくとも案内ポイントとして設定し、その案内ポイ
ントで表示すべきアイコンのパターンを設定する。
【００６８】
　このようにして経路探索装置２０で探索した案内経路のデータは、地図データとともに
、ナビゲーション装置３０に配信される。また、案内ポイントデータ作成部２６は、案内
経路に分岐点であるノードを案内ポイントとし、その案内ポイントで案内に使用する音声
案内などによるガイダンスのパターンを指定した案内ポイントデータを作成してナビゲー
ション装置３０に配信する。「階」をまたがるリンクが存在する場合もその起点、終点と
なるノードを案内ポイントとし、その案内ポイントでガイドするガイダンス（案内）のパ
ターンを指定した案内ポイントデータを作成することはいうまでもない。例えば、ノード
ｎ２０１をガイダンスポイントとし、「この階段を地下１階におりて下さい」などのガイ
ダンスパターンを指定した案内ポイントデータを作成する。また、このノードに移動手段
（ノード属性）応じた視認しやすいアイコン、あるいは、付帯情報を含むアイコン選択し
て当該アイコンが表示できるように案内ポイントとアイコンのパターンを指定する案内デ
ータを作成する。
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【００６９】
　経路探索装置２０がナビゲーション装置３０に地図データ、案内経路データを配信する
場合、前述したように案内経路をいくつかに分け、例えば、フロア（階）毎に分けて地図
データ、案内経路データ、案内ポイントデータを作成、配信する。出発地から目的地まで
の複数の階にまたがった地図データは、基本的には緯度、経度を同一にするものであるか
ら、そのままナビゲーション装置３０に表示したとしても、複数のフロアの経路データを
透視する表示形態、あるいは、３次元表示などの立体的な表示方法で表示するなどの工夫
が必要である。しかしながら、そのような表示形態をとったとしてもナビゲーション装置
３０が携帯電話のように限られた表示面積の画面しか持たない場合には、ユーザにとって
視認し難い表示となることは避けられない。ユーザにとっては、現在位置するフロア（階
）の地図と案内経路が表示されれば十分であり、階をまたがる経路を経て、次の階に到達
した時点でその階の地図、案内経路が表示されれば、視認もし易くナビゲーションサービ
スを利用するには何ら支障がない。
【００７０】
　経路探索装置２０から地図データ、案内経路データ、案内ポイントデータの配信を受け
ると、ナビゲーション装置３０は、地図・経路記憶部３４に地図データ、案内経路データ
を記憶し、案内ポイントデータを案内データ記憶部３３に記憶する。そして、ナビゲーシ
ョン装置３０は地図・経路記憶部３４と案内データ記憶部３３からそれぞれのデータを読
み出して操作・表示部３７に地図および案内経路を表示し、案内ポイントに到達する毎に
音声案内などのガイダンスを受けて移動することができる。案内ポイントであるノードに
は利用者に分かり易いアイコンが表示されるために、利用者は階の終点において、どのよ
うな移動手段を利用し、どのように移動すればよいかを容易に視認することができるよう
になる。
【００７１】
　前述したように、ナビゲーション装置３０が案内経路に沿って移動する際に現在案内経
路のどの地点にいるか、また、音声案内などによるガイダンスを再生するポイントに到達
したか否かを判断するためには、ナビゲーション装置３０の現在位置がわかる必要がある
。通常、ナビゲーション装置３０はＧＰＳ処理部３６により現在位置を測位しているが、
地下街や建物内などの構造物の内部においては、ＧＰＳ衛星信号を受信できないため、測
位をすることができない。これを補間するのが、位置情報受信部３５であり、本実施例に
おいては、無線通信により設置位置の緯度、経度、階の情報からなる位置情報を送信する
位置情報送信ユニットが構造物内に設置されている。
【００７２】
　図６は、この位置情報送信ユニットの構成を示す模式図である。位置情報送信ユニット
１００は、図６（ａ）、図６（ｂ）に示すように位置情報送信ユニット本体１０２と蛍光
ランプあるいは電球からなるランプなどで構成される照明器具本体２０２とからなり、位
置情報送信ユニット本体１０２は照明器具本体２０２のランプ支持部２０６に取り付けら
れている。位置情報送信ユニット本体１０２は、図６（ｃ）に示すように電源部１０４と
通信部（通信モジュール）１０６とマイコン（マイクロコンピュータ）１０８とから構成
されており、電源部１０４には照明器具本体２０２の口金２０４から電源線が接続される
ように構成されている。この位置情報送信ユニット１００が天井や壁に設けられた照明用
ソケットに差し込まれる。図６（ａ）に示すようにランプ２０８が蛍光管から構成される
場合、口金２０４から供給される交流電圧を電源としたインバータ回路があり、制御回路
のために直流電源も用意されていることから、これに電源部１０４を接続すればよい。ま
た、図６（ｂ）に示すようにランプ２０８が電球から構成される場合にはインバータ回路
に相当する交流電圧－直流電圧変換回路を中継して電源部１０４に接続する構成にすれば
よい。
【００７３】
　位置情報送信ユニット本体１０２は、マイコン（マイクロコンピュータ）１０８を中心
に構成されている。マイコン（マイクロコンピュータ）１０８は、周知のようにプロセッ
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サ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなどから構成されており、ＲＯＭに記録された制御プログラム
により通信部１０６を制御し、通信部１０６から受信した情報をＥＥＰＲＯＭに記録し、
または、ＥＥＰＲＯＭに記録された位置情報を通信部１０６を介して送信する。ＥＥＰＲ
ＯＭには当該位置情報送信ユニット１００が設置される場所の緯度、経度、階の情報が位
置情報として記録される。通信部１０６は、例えば、ブルートゥース（Bluetooth：登録
商標）による通信方式に適合した通信モジュールである。ブルートゥース（Bluetooth：
登録商標）は、比較的微弱な電波を用いた無線通信方式であり、現状の電波到達範囲は、
例えば、半径１０ｍ程度である。従って、ナビゲーション装置３０が位置情報送信ユニッ
ト１００の設置場所から半径１０ｍの範囲に位置した場合、ＥＥＰＲＯＭに記録した設置
場所の緯度、経度、階の情報を位置情報として該ナビゲーション装置３０に送信すること
ができる。
【００７４】
　ＥＥＰＲＯＭに記録する位置情報は、緯度、経度、階の情報に加えて、あるいは、階の
情報の替わりに、ホテルや集合住宅、オフィスなどの建物の場合、部屋番号を付加するこ
ともできる。この場合、ナビゲーション装置３０が取得する位置情報には、部屋番号が含
まれ、例えば、ナビゲーション装置３０としての携帯電話から緊急通話があった場合の発
信場所の特定に有効な手段となる。
【００７５】
　このように照明器具本体２０２に位置情報送信ユニット本体１０２を取り付けた構成に
すると、照明器具設置用のソケットやシーリング、コンセントなどの既存の電源供給部を
利用することによって電源系統の配線設備を用意することなく、簡単に位置情報送信ユニ
ットを設置することができる。また、建物内部や地下街においては一定の間隔で多数の位
置情報送信ユニット１００を設置する必要があるが、位置情報送信ユニット本体１０２を
構成する電源部１０４、通信部１０６、マイコン１０８などもコストダウンが進み安価に
入手できるようになっており、量産による更なるコストダウンが可能になる。
【００７６】
　また、地下街や建物内の照明器具用のソケットなどは、通常は常時電源が供給されてお
り、位置情報送信ユニット本体１００を設置するだけで、スタンドアロンで動作させるこ
とができる。従って、多数の位置情報送信ユニット１００を設置する場合、製造現場で各
位置情報送信ユニットに設置場所の位置情報を記憶させる必要はなく、別途設置する地下
街や建物内の設置場所と各位置情報をＰＣ（パソコン）にデータベース化して記憶してお
き、設置現場でＰＣから個々の位置情報送信ユニットに書き込んでいくことも可能である
。
【００７７】
　図７は、このような位置情報送信ユニット１００を地下街や建物内部の照明用電源を利
用して所定の間隔で多数設置した状態を示す概念図である。すなわち、構造物内には、位
置情報送信ユニット１００ａ～１００ｃが所定の間隔でエリアＡ～Ｃに設置されている。
位置情報送信ユニット１００ａ～１００ｃが前述したブルートゥース（Bluetooth：登録
商標）による通信方式に適合したものである場合、その電波到達範囲は半径１０ｍ程度で
ある。従ってエリアＡ～Ｃのそれぞれは直径２０ｍでありその中心に位置情報送信ユニッ
ト１００ａ～１００ｃを設置する。地下街や建物内の照明器具用ソケットなどの設置間隔
は数ｍの単位であるから、各位置情報送信ユニット１００ａ～１００ｃの電波の干渉が起
きない間隔でエリアＡ～Ｃを区切って設置することは容易である。
【００７８】
　ナビゲーション装置３０がエリアＡの範囲に入ると、位置情報送信ユニット１００ａか
らの位置情報、すなわち、位置情報送信ユニット１００ａが設置された場所の緯度、経度
、階の情報がナビゲーション装置３０に送信され、ナビゲーション装置３０は経路探索装
置２０その他のサーバに現在位置を通知することができる。この場合、ナビゲーション装
置３０と経路探索装置２０との間は、インターネットなどのネットワークを介して通信可
能な状態にあることが必要である。現在では地下鉄施設内を始め、地下街や建物内におい
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ても携帯電話の使用が可能なように中継施設や基地局が設置されていることが多く、この
ような設備を構築すれば十分実用に供することができ、ナビゲーション装置３０と経路探
索装置２０などとの間でデータ通信が可能である。
【００７９】
　本実施例においては、図６に示した位置情報送信ユニット１００を、図４に示す各ノー
ドの位置に設けられている照明設置位置に設置したものとして、以下の説明を行う。もち
ろん位置情報送信ユニット１００を全てのノード位置に設置する必要はなく、少なくとも
分岐点のノード、階をつなぐリンクにおける端点のノードの位置など、案内ポイントとす
るノード位置に設置してあれば、ナビゲーション装置３０が案内ポイントに到達したこと
を判断し、設定された音声ガイドを再生するなどの処理が行える。
【００８０】
　また、ナビゲーション装置３０においては、出発地、目的地、現在位置などをユーザに
わかり易く表示するためにアイコンを表示する。このアイコンは、一般的には限られた種
類のパターンを用意しておき、ナビゲーション装置３０にプレインストールあるいは経路
探索装置２０からダウンロードさせてナビゲーション装置３０に蓄積しておくようにされ
る。例えば、出発地を「Ｓ」という文字アイコンで、目的地を「Ｇ」という文字アイコン
で、現在位置を星印等の図形アイコンで表示するものである。
【００８１】
　本発明の実施例においては、図８に示すように、エレベータ、エスカレータ、階段など
階をつなぐリンクの入り口ノードの属性に応じたわかり易いアイコンのパターンをアイコ
ンＤＢ２８に蓄積しておき、ナビゲーション装置３０が該当するリンクの端点であるノー
ドに到達した時点で地図、案内経路とともに、このアイコンを表示することによって、視
認しやすい表示を行う。図８において（a）はエスカレータで８階に上がることを意味す
るアイコン、（ｂ）はエスカレータで階を下ることを意味するアイコン、（ｃ）は階段で
階を上がることを意味するアイコンである。図８（ｄ）はエレベータで８階に上がること
を示すアイコンであり、（ｅ）はエレベータがバリアフリーであり、このエレベータで８
階に上がることを示すアイコンである。このようにノードの属性（階段、エスカレータ、
エレベータなどの種別）と、そのノードから先どのような移動をするかを示す付帯情報を
含むアイコンの表示パターンが蓄積されており、案内ポイントデータ作成部２６が案内ポ
イントとなるノードの属性情報と案内経路のデータから合致するアイコンのパターンを指
定した案内データを作成する。
【００８２】
　先に述べたように、地図、案内経路はナビゲーション装置３０が現在位置する階だけに
ついて表示するものであり、図９に示すように、その階の出発地をアイコン「Ｓ」として
表示し、階をつなぐリンクであるエレベータがこの階における終点（仮の目的地／ゴール
）である。そして終点（仮のゴール地点）であるエレベータによるリンクの端点のノード
には、図８（ｄ）に示す「エレベータで８階に上がる」というノード属性と付帯情報を表
すアイコンを表示することによってユーザに視認し易い案内をすることができるようにな
る。付帯情報としては、そのノードから先どのような移動をするかを示す付帯情報の他に
、例えば、図８（ｅ）のように案内ポイントのノードがエレベータであって、そのエレベ
ータがバリアフリーであることを示す付帯情報であってもよい。
【００８３】
　このようなアイコンは、通常のナビゲーションシステムにも適用することが可能であり
、図８（ｆ）、図８（ｇ）に示すように鉄道会社毎に車両の色や特徴点を図形化したアイ
コン、図８（ｈ）に示すようにタクシーで移動することを示すアイコン、図８（ｉ）に示
すように利用する地下鉄（東京メトロ線）の駅番号を示すアイコンなどを表示することに
よって、当該ノードから先の移動手段を利用者に視認しやすく表示することができる。
【００８４】
　以上、説明した本発明にかかる通信ナビゲーションシステムにおける経路探索とその案
内の手順について説明する。図１０は、以上説明した本実施例にかかる通信ナビゲーショ
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ンシステムにおける経路探索の手順を示すフローチャート、図１１は案内経路のガイダン
スを行う手順を示すフローチャートである。
【００８５】
　ナビゲーション装置３０が地下街、建物内において、経路探索装置２０と通信して経路
探索、あるいは、案内経路のガイダンスや案内データを受けるためには、前述したように
、地下街や建物内において、ナビゲーション装置３０と経路探索装置２０との間のデータ
通信環境が整っていること、経路探索装置２０に前述したような経路データ（地図データ
）が蓄積されていることが前提条件となる。このような前提条件が満たされているものと
して以下に経路探索、経路案内の手順を説明する。また、ナビゲーション装置３０は通常
の通信ナビゲーションシステムにも対応するものであって、ＧＰＳ処理部３６を備えてお
り測位を行うことができるものとする。
【００８６】
　図１０のフローチャートにおいて、ナビゲーション装置３０は、ステップＳ１２０にお
いて、ユーザによって、前述した出発地、目的地、移動手段などの経路探索の要件が入力
、決定される。次に、ナビゲーション装置３０は、ステップＳ１２１でこれらの経路探索
の要件を経路探索装置２０に経路探索要求として送信する。経路探索装置２０は、ナビゲ
ーション装置３０から送られた経路探索の要件に従って、ステップＳ１２２において経路
探索部２４によって図３ないし図５を用いて説明した地図データを参照して、出発地から
目的地まで、階をまたがった経路を探索する。この探索の手法は前述したダイクストラ法
などの方法を使用することができる。探索の結果、最短の経路を案内経路とする。同時に
、案内経路データ、案内ポイントと音声案内の案内パターンを設定した案内データを作成
する。
【００８７】
　次に、経路探索装置２０は、ステップＳ１２３～ステップＳ１２５でそれぞれ、階毎の
地図データを分離、階毎の案内経路データを分離、階毎の案内データを分離する。そして
、経路探索装置２０は、ステップＳ１２６でナビゲーション装置３０から現在位置情報（
緯度、経度、階の情報からなる）データを受信する。ナビゲーション装置３０が位置情報
を測位する方法は、図７で説明した位置情報送信ユニット１００から得ることは既に説明
した。ステップＳ１２７でナビゲーション装置３０から地図・経路データ（地図データ、
案内経路データ、案内データ）の要求があれば、経路探索装置２０は、ナビゲーション装
置３０から受信した位置情報に基づいて、データ配信部２５がステップＳ１２７において
ナビゲーション装置３０が位置する階の地図データ、案内経路データ、案内データ（ステ
ップＳ１２３～１２５で階毎に分離したデータ）をナビゲーション装置３０に配信して処
理を終了する。ナビゲーション装置３０から地図・経路データの要求が無ければそのまま
処理を終了する。ナビゲーション装置３０が移動して新たな位置情報を測位すると、ステ
ップＳ１２１からステップ１２８の処理が繰り返され、他の階に移動すると、その階の地
図データ、案内経路データ、案内データがナビゲーション装置３０に配信される。
【００８８】
　次に、経路探索装置２０から地図データ、案内経路データ、案内データを受信したナビ
ゲーション装置３０における地図、経路の描画および案内（ガイダンス）の手順について
図１１に示すフローチャートを参照して説明する。
【００８９】
　ナビゲーション装置３０が地図データ、案内経路データなどの配信を受けるにあたって
、出発地と目的地の位置情報（階の情報を含む）、移動手段などの経路探索の要件は、ナ
ビゲーション装置３０から経路探索装置２０に送られ、経路探索装置２０において既に出
発場所から目的の場所までの経路探索が完了しているものとする。このような状態で、経
路案内が開始され、ステップＳ１０１において、ナビゲーション装置３０は現在位置する
エリアに設置された位置情報送信ユニット１００に位置情報を要求する。ステップＳ１０
２において、ナビゲーション装置３０が位置情報送信ユニット１００から位置情報の受信
を完了していなければステップＳ１０２の受信ステップを繰り返し、位置情報の受信が完
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了していればステップＳ１０６に進む。ステップＳ１０２で位置情報の受信にエラーがあ
れば、ステップＳ１０３に進みＧＰＳ測位を要求する。ステップＳ１０４でＧＰＳ測位が
完了していなければステップＳ１０４の測位を繰り返し、完了していれば、ステップＳ１
０６に進む。ステップＳ１０４でＧＰＳ測位にエラーがあれば、ステップＳ１０５でエラ
ー表示をして処理を終了する。一方、ステップＳ１０２で位置情報送信ユニット１００か
らの位置情報受信が完了した場合には、ステップＳ１０３、ステップＳ１０４のＧＰＳ測
位の手順は行われない。
【００９０】
　このステップＳ１０１～ステップＳ１０５の手順は、ＧＰＳ測位に対して位置情報送信
ユニット１００から位置情報を得る手順を優先するための手順である。すなわち、位置情
報送信ユニット１００から位置情報を受信できる場所にナビゲーション装置３０が存在す
る場合には、ＧＰＳ測位を無効にする手順をとるものである。一般的に位置情報送信ユニ
ット１００から位置情報を取得できる場所にナビゲーション装置３０が位置するというこ
とは地下街や建物内にナビゲーション装置３０が位置することを意味しており、この場合
にはＧＰＳ衛星からの信号が受信できない場所である確率が高い。位置情報送信ユニット
１００とＧＰＳ衛星からの信号の両方が受信できる場所は地下街の入り口あるいは建物の
入り口などであって、この場合、地下街や建物の内部に入る可能性も高く、ナビゲーショ
ン装置３０側でＧＰＳ測位を無効にして位置情報送信ユニット１００からの位置情報を得
るようにしても、通常のナビゲーション、地下街や建物内の案内に不都合がないためであ
る。
【００９１】
　次いで、ステップＳ１０６においてナビゲーション装置３０は経路探索装置２０と通信
し、位置情報送信ユニット１００から受信した位置情報を経路探索装置２０に送信し、ナ
ビゲーション装置３０が位置する場所（緯度、経度、階）の地図データ、案内経路データ
または案内ポイントを含む案内データなどの送信を要求する。ステップＳ１０７で要求し
たデータの受信が完了していなければ、ステップＳ１０７の受信処理を繰り返し、ステッ
プＳ１０７で受信が完了すれば、ステップＳ１０８で経路探索装置２０から受信した地図
をナビゲーション装置３０の操作・表示部３７に描画する。そして、ステップＳ１０９で
ナビゲーション装置３０の位置が案内ポイントであるかを判定し、案内ポイントであれば
、ステップＳ１１０でその案内ポイントに設定された音声案内、アイコン表示を行ってス
テップＳ１１１に進み、案内ポイントでなければ、ステップＳ１１０の案内処理を飛ばし
てステップＳ１１１に進む。ステップＳ１１１ではナビゲーション装置３０の位置が目的
の場所（目的地）であるか否かが判断され、目的の場所に到達していれば処理を終了し、
目的の場所に到達していなければ、ステップＳ１０１の処理に戻る
【００９２】
　以上、説明したように、本発明にかかるナビゲーションシステムは、経路探索装置が探
索した案内経路をいくつかの区分に分けて地図データ、案内経路データ、案内データを作
成してナビゲーション装置に配信する際に、前記区分した案内経路の終点を案内ポイント
とし、該案内ポイントのデータおよび案内ポイントとなるノードのノード属性情報に応じ
たアイコンを指定するデータを含む案内データを作成して配信するようにしたものである
。従って、ナビゲーション装置３０の利用者に案内ポイントであるノードにおける案内を
、分かり易いアイコンで表示することができるようになる。
【００９３】
　なお、上記の実施例においては、地下街や建物などの構造物内の経路案内を例にとった
が、一般の道路の経路案内にも適用することができる。例えば、前述の交通機関の特徴を
表すアイコンを使用した表示を行うような場合である。この場合、ナビゲーション装置３
０はＧＰＳ処理部３６による測位が可能であり、この場合、ＧＰＳ測位結果と位置情報送
信ユニットによる位置情報との優先順位を付す。例えば、位置情報送信ユニットから位置
情報を受信した場合にはＧＰＳ処理部３６による測位結果を使用せず、位置情報受信部３
５により受信した位置情報を使用するように構成すればよい。
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　また、上記の実施例においては、ナビゲーション装置３０と経路探索装置２０がネット
ワーク１２を介して接続されるナビゲーションシステムを例としたが、ナビゲーション装
置３０と経路探索装置２０が一体となった構成のナビゲーションシステムであってもよい
。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明にかかるナビゲーションシステムを構成する経路探索装置とナビゲーショ
ン装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明にかかるナビゲーションシステムが経路案内のサービスを提供する地下街
、建物などの構造物の例を示す平面図である。
【図３】地下街や建物などの構造物を断面で示した断面図である。
【図４】図２の平面図におけるノードの位置を示す平面図である。
【図５】図２の平面図におけるリンクの位置を示す模式図である。
【図６】ナビゲーション装置に位置情報を送信する位置情報送信ユニットの構成を示す模
式図である。
【図７】位置情報送信ユニットを地下街や建物内部の照明用電源を利用して所定の間隔で
多数設置した状態を示す概念図である。
【図８】案内ポイントでナビゲーション装置に表示するアイコンを示す図であり、図８（
ａ）ないし図８（ｉ）はそれぞれのノード属性に応じたアイコンの表示パターンを示す図
である。
【図９】ナビゲーション装置に表示される地図、案内経路、アイコン等の表示画面例を示
す図である。
【図１０】本発明にかかるナビゲーションシステムにおける経路探索の手順を示すフロー
チャートである。
【図１１】本発明にかかるナビゲーションシステムにおける案内経路のガイダンスの手順
を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９６】
１０・・・・ナビゲーションシステム
１２・・・・ネットワーク
２０・・・・経路探索装置
２１・・・・主制御部
２２・・・・送受信部
２３・・・・地図ＤＢ（地図データベース）
２４・・・・経路探索部
２５・・・・データ配信部
２６・・・・案内ポイントデータ作成部
２７・・・・案内データＤＢ（案内データデータベース）
２８・・・・アイコンＤＢ（アイコンデータベース）
３０・・・・ナビゲーション装置
３１・・・・主制御部
３２・・・・経路探索要求部
３３・・・・案内データ記憶部
３４・・・・地図・経路記憶部
３５・・・・位置情報受信部
３６・・・・ＧＰＳ処理部
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